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とは何かがわかるように諸理論を紹介するだけ
でなく、ニュー・ガバナンスの形成の発端となっ
たいくつかの理念を紹介することでもある。
　本論に入る前に、「ガバナンス」ということ
ばがじつにさまざまな意味で使われていること
に注意しておきたい。ロードスが示唆するよう
に、「ガバナンス」は、この用語を使う人々に
よってまちまちな意味で使われる 1。論者によっ
ては、ニュー・ガバナンスとは、公共部門の変
化を画するものとなる。つまり、ニュー・ガバ
ナンスとは、公共政策を作り出し実施する際、
従来の階層的な構造を国家が放棄するというこ
とを意味する。官僚制にもとづく階層のかわり
に、国家は市場とネットワークの台頭を利用す
る。この観点からすると、国家は自ら行為する
能力を小さくしてゆく、それゆえ国家目的の実
現のために、ますます民間やボランティア部門
の組織の力を利用する。同様に、「ガバナンス」
は、ロードスが好むように、公共部門における
自己組織的な政策立案ネットワークの必然的
な台頭を意味するためにも利用できる。公共部
門におけるこのようなネットワークの台頭が意
味するのは、国家は、自らが直接実施する行為
にたいしてよりも、ネットワークの管理や舵取
りの仕事にたいして関心をもつということであ
る。「ガバナンス」ということばの以上の二つ
の使い方は、「パブリック・ガバナンス」と関
連しているけれども、ロードスが検討するほか
の用法では、このような関連性はあまり明らか

　近年、グローバルな変化と知的運動とが、政
治的社会的秩序に関する一連の新しい理論を生
み出している。本論文集は、ガバナンスに関す
るこれらの新しい理論のうち、特に合理的選択、
新制度主義、レギュラシオン理論、システム理
論、そして解釈的アプローチの概要を明らかに
する。ここで取り上げる五つの理論は、ニュー・
ガバナンス——市場とネットワークの明らかに
不均等な広がりにもとづく新しい型の政治的秩
序の台頭として認識されている——にたいし
て、二重の関係性を持っている。一方において、
ニュー・ガバナンスは上記の新しい理論の多く
に刺激を与えるものであった。つまり、国家の
変質が発端となって、政治秩序に関してフォー
マルな権威や制度をそれほど強調しないもっと
普遍的な記述を展開するという試みが輩出し
た。他方において、ニュー・ガバナンスの諸側
面は、ガバナンスに関する上記の新しい諸理論
が生み出したと見なしうる。つまり、政策遂行
者は、合理的選択や新制度主義のような理論に
もとづいて国家を変質させようとした。このよ
うな意味でニュー・ガバナンスとは、よく言わ
れるような中立的で自然な発展の産物なのでは
ない。反対に、ガバナンスにおける変化とは、
現実における多かれ少なかれプラグマチックな
応答から生まれてくるだけでなく、知識人や政
策遂行者が粘り強く理論的に（あるいはイデオ
ロギー的にさえ）唱道した結果でもある。それ
ゆえ、本論文集の目的は、ニュー・ガバナンス
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ではない。別の論者たちは、「ガバナンス」と
いうことばを、国家の公共部門ばかりではなく、
国境を超えるグローバルな秩序にも用いる。後
者の使い方の明白な実例は世界銀行である。世
銀は借款国にたいして、政治領域および経済領
域における、正直さや競争、効率的な統治、そ
して正統性の促進を意味する「グッド・ガバナ
ンス」を要求する。さらに別の論者は、「ガバ
ナンス」ということばを使って、このことばと
公共部門との関係を切断してしまう。たとえば、
コーポレート・ガバナンスについて広く行われ
る議論では、民間部門のビジネスを統治する倫
理的な基準、とりわけ株式所有者にしっかりと
説明できるようなビジネスをどうやって作るの
かという関心を引き付ける。最後に、「ガバナ
ンス」の意味は多かれ少なかれ公共部門に関す
る問題に関連付けられているけれども、その意
味はさまざまな理論的観点でまったく異なって
いる。ロードスは、この用語の意味をシステム
理論のなかで議論していたのだ。この枠組みで
は、ガバナンスは、多様な政策領域と多元的な
レベルにわたって活動するアクター間の相互行
為が構造化する社会的政治的過程を問題にして
いる。このシステム理論の枠組みにたいしてわ
れわれは次のようにも付け加えることができよ
う。つまり、ガバナンスは、本論文集が取り上
げる諸理論——合理的選択、新制度主義、レギュ
ラシオン理論、システム理論、解釈的アプロー
チ——相互に異なったものを意味していると。
　「ガバナンス」ということばのこのような多
様な使い方には、共通点がまったくないように
も見える。しかし、多くの使い方、とりわけ公
共部門に関連した使い方においては、20 世紀
後半以降の公共部門の変化に関する研究に何ら
かの関係をもっている。これら五つの理論的観
点すべてにおいて、「ガバナンス」ということ
ばは、ファラズマンドが本論文集で議論するよ
うなグローバルな圧力と変化する国際的経済潮
流によって生み出されてきた「ニュー・ガバナ
ンス」とともに広く使われるようになった 2。

こうした圧力と潮流が、旧来の官僚的な福祉国
家を時代遅れの統治モデルにしてしまい、国家
自身がこのモデルを退場させようとしていると
いう点で、多くの研究者が一致している。ネオ
リベラリズムの得失については鋭く対立するけ
れども、ネオリベラリズムの理念が官僚的な福
祉国家モデルを退場させるために多くの試みを
行ってきたということは大方が同意するところ
だ。ファラズマンドは、このような例の一つを
われわれに提示する。彼によれば、資本主義の
弁証的運動によってグローバル化が徐々に進ん
だけれども、その展開はここ四五十年、つまり
資本蓄積の急速な増大と国際金融市場がどんど
んと支配的になっていった時期に急速に加速し
たというのだ。ゆえに国家はいまや、市場と国
民との間にあった境界があいまいになってきた
ことが生み出す新旧の問題に直面しているの
だ。ネオリベラリズムが示唆する国家は、もは
やこの過程を律する力をほとんど持っていな
い、つまり国家は領域内の経済活動を自由化
し、国家支出を削減し、もっと効率的な公共部
門を作り出すほかないのだ。このネオリベラリ
ズムの見解にたいしてファラズマンドは、国家
がグローバリゼーションから影響を受けている
けれども、それでも国家はいまだに全地球的な
諸潮流に影響を与える力を持っていると反論す
る。トップダウン・アプローチはグローバリゼー
ションが生み出した超国家的全地球的な問題を
解決するには不適当だ、と彼は認める。それゆ
え、国家は、今や機能不全となった福祉国家が
対処しようとしてきた社会的問題を緩和するた
めに新しいモデルのガバナンスを探しださなけ
ればならなくなっている。しかし、ファラズマ
ンドが指摘するようにこれまで使われてきたガ
バナンスの新しいモデルは、選挙の洗礼を経て
いないあらゆる種類のアクターに非常に大きな
役割を与えるものであった。ニュー・ガバナン
スにおけるこうしたアクターの存在の重要性が
増すことで、正統性と説明責任とをめぐる重要
な疑問を提起されるようになった。
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　ロードスとファラズマンドが提起する問題
は、このシリーズの他の論文集でおこなう。
公共部門の改革と公共政策に関する論文集で
は、国家の消滅しつつある権力とネットワーク
の台頭、そしてネットワークを管理する戦略に
ついて考察する。民主主義的なガバナンスに関
する論文集では、このようなネットワークにお
いて選挙の洗礼を受けていないアクターの役割
が生み出す正統性と説明責任について考察す
る。本論文集では、ガバナンスに関する主要な
理論に立ち返りたい。

合理的選択理論

　合理的選択の理論家は、ミクロ・レベルの分
析——この分析では個々人の利益計算によって
行為が決定される——と関連づけて、ガバナン
スの諸形態（秩序の諸パターン）を説明しよう
とする。理論上のレベルでは、合理的選択の理
論家は社会的政治的秩序がどうして安定してい
るのかを説明する必要がある。というのも、ミ
クロ理論は、人々は自分の利益にかないさえす
ればいつでも安定した秩序を破壊するというこ
とを必然的な前提としているからである。安定
がもたらされる説明として、より高次な権威
が、人々が安定した秩序を維持することに利益
を見出すように促す（あるいは破壊しようとす
る行動を抑制する）というものがある。しかし、
この説明では、より高次の権威が不在なのにど
うして秩序が安定し得るのか、そしてそもそも
そのようなより高次の権威がどのようにして生
まれ得るのかという疑問に答えることができな
い。ゆえに、合理的選択理論を主張する研究者
は、極めて抽象的なレベルでガバナンスに関す
る諸課題と向きあう。彼らは、強制力を持つど
のようなメカニズムが存在しなくても、私益が
協調の存在と折り合いをつけることを望む。彼
らは、より高次の権威がなくても（また、少な
くとも私益をそのように従わせる理由がないよ
うな場合にも）、個々人が規範と規則に従う可

能性を探求する。
　ハーディンの論文はぴったりの例を提供して
いる 3。つまり、合理的選択の理論家が、より
高次な権威が不在の時にコンプライアンスをど
う確保するかという問題をフリー・ライディン
グの問題やそれが引き起こす共有地の悲劇のお
それと関連づけて説明している例である。ここ
で、後者の考え方について手短に述べておいた
ほうがいいだろう。フリー・ライディングと
は、人々が共有財または公共財に関心を持つけ
れども、他の人びとにその財の供給にかかわる
仕事を全部やらせるという場合に、合理的な戦
略となる。公共財は供給されさえすればその利
用についてだれも排除しないからこの戦略が機
能する。ゆえに、人々がうまくフリー・ライド
すると、財の供給にかかわる一切のコストを負
担せずに利益を引き出すことができる。ところ
が、ここで問題が生じる。というのも、誰もが
フリー・ライドしようとすると、共有財はすべ
ての人に利益をもたらすけれどもそれが供給さ
れなくなってしまうからである。ハーディンの
論文は、フリー・ライドがいかにして共有地の
悲劇に至ってしまうのかを説明する。説明の仕
方は、共有地を放草地として利用する牧畜家を
仮定する。彼らはみな、牧草地が家畜を十分養
えるだけの肥沃さを維持するために放牧を制限
することに関心をもつ。とはいえ、個々の牧畜
家にとっての理想的な成り行きは、他の牧畜家
は放牧を制限するが自分は家畜数を増やすとい
うことだ。ゆえに、個々の牧畜家は、( 放牧を
制限するという ) 全体のコスト負担を避けよう
とすると同時に、家畜数を増やして自分だけの
利益を得ようとする。その結果、放草地は荒廃
して家畜を維持することができなくなる。牧畜
家は個人としては合理的な行動をとっている。
その結果が悲劇的な社会的不合理なのである。
　ハーディンは、国家は、フリー・ライディン
グに関連する多くの社会問題に直面すると主張
する。彼は、マルサス流の人口問題への関心か
ら、環境保護と環境汚染の課題へと上手に議論
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を移行させる。彼が示唆するところでは、社会
が存続しうるのは、社会が強制力を用いて、ま
たは可能性でしかないが教育を通じて、自由た
とえば出産する自由（彼はこれを望んでいる
が ) を抑制するからである。教育は、個人の利
益を極大化する行為がもたらす長期的で否定的
な結果（共有地の悲劇）に人々を気付かせるか
もしれない。教育のみならず、教育に適切な社
会的規範を態度で明確に促進することを合体さ
せた制度的なシステムが、人々の行動を修正す
るかもしれない。しかし、ハーディンも示唆す
るように、次のような危険、つまりたとえ社会
のあるメンバーが個人の利益に反して社会規範
に従っても、他のメンバーがそうしないという
危険が残る。たとえあるメンバーが規範に従う
つもりでも、結果として出現するものは、ベイ
トソンが「ダブル・バインド」と名づけるもの
である。一方において、個々人は、規範に従わ
ないことの恥ずかしさや罪悪感を気にする。他
方において、規範に従っても、他の多くの人が
規範に従わなければ自分がバカに見えのではな
いかと心配する。このダブル・バインドに直面
すると、規範に従うつもりの人たちさえも規範
に従わなくなる。それゆえ、ハーディンのよう
な合理的選択の理論家たちは、共有地の悲劇を
阻止する唯一の方法は、誰もが受け入れること
のできる強制のシステムを確立することだと結
論づける。強制は、公然でもありうるし暗黙裡
でもありうるが、住民全員に正直さを行き渡ら
せる「矯正的フィードバック」のメカニズムの
ような何物かとして機能する。強制は自由を制
限するし、必ずしも正当で公平とはいえないが、

（ハーディンのような合理的選択論者の議論に
従えば）社会の不安定化と究極的な破滅に替わ
る唯一の方法に思える。
　他の合理的選択の論者のなかには、秩序を自
律的に強制するパターンが存在しうると信じる
ものがいる。彼らが明らかにし擁護するガバナ
ンス形式は、（共有地の悲劇を引き起こすおそ
れのある）「自由と市場」対「階層性と国家に

ともなう強制」という二項対立からこぼれ落ち
るものである。ウィリアムソンの論文は、コス
ト‐ベネフィットにもとづく合理性にルーツを
もつミクロ分析にしがみつきつつ、特にネット
ワークにおける自己矯正的制度の有効性を、合
理的選択論者たちがどのように探り出そうとし
ているかを明らかにする 4。ウィリアムソンが
特に力を入れるのは、どのように取引コストが、
異なった環境において確立・維持されるために
効率的な制度の種類に影響を与えるかを示すこ
とである。取引コストとは、経済的交換に伴っ
て生じるあらゆる経費のことで、値下げ交渉に
伴う困難や商品管理に必要な手間も含まれる。
取引コストにかんする経済学とは、ガバナンス
のどのタイプが（たとえば市場、それともネッ
トワーク、それとも強制力をともなう階層秩序）
が特定の取引あるいは交換にもっとも適合的か
を明らかにする学問である。
　ウィリアムソンは、ガバナンスのあるひとつ
のシステムが他のあらゆるシステムよりも非常
に優れていると主張するのではない。逆に、交
換を容易にするうえで異なった組織形態（階層
性、市場、ネットワーク）のどれが効率的なの
かは、取引の特定のタイプに依存していると主
張する。彼の見方によれば三つの基準が、異なっ
た制度、合意、法律、そして契約が効率的にな
る文脈を決定する。三つの基準とは、取引の不
確実性の度合い、取引の頻度、そして投資の特
異性である。ウィリアムソンによると、交換に
おけるこれら三つの特質が、契約に関わるガバ
ナンスでどのシステムがもっとも適切かを決定
するのである。
　同様に、ウィリアムソンは、社会がますます
複雑になっていくにつれて、そして取引がます
ます不確実になっていくにつれて、関係的契約
がより適切になっていくと示唆する。彼によれ
ば、古典的契約法が効率的なのは、何度も行わ
れ特殊性を持たない取引を行うときで、新古典
的アプローチにもっとも適しているのは、頻度
が低い取引のガバナンスを行うときである。し



マーク・ベビア51

かし、現代の複雑化した社会でますます一般的
になっている頻度の高い特異性をもつ取引で
は、どちらもうまくいかないと彼は主張する。
頻度の高い特異性をもつ取引は、古典的契約法

（階層性）も新古典的アプローチ（市場）のど
ちらにも対立するものとして、関係的契約（ネッ
トワーク）を必要条件とするという議論はやや
単純化しすぎだろう。ウィリアムソンが定義す
る関係的契約は、行為者間で定期的に行われる
取引の歴史にもとづくガバナンスのパターンか
ら生まれる。過去の取引はシステムのなかで取
引がどのように起こるかを規定する、そしても
ともとの契約がどのようなものであったのかな
どほとんど気にしないで行われる。加えて、ウィ
リアムソンは関係的契約のふたつの主な構造を
特定する。ひとつめは二者間の契約構造であり、
このシステムを破壊するかもしれない機会主義
的な欲望を抑制する誘因を行為者に生み出す。
ふたつめは、統一された契約構造であり、シス
テムの崩壊を導く私欲の脅威を排除するために
一人の所有者のもとに契約を垂直統合する。ど
ちらの場合も、関係的契約は、共有地の悲劇を
回避する有効な手段として考えたとき、強制に
代わるもうひとつの回路に思える。
　ウィリアムソン、そしてたぶんハーディンも
そうであるけれども、ガバナンスの諸課題に関
する彼らの研究は抽象的なものである。ドウ
ディングと共著者の論文は、合理的選択理論が、
より具体的な研究のなかでどのように使われる
かを教えてくれる 5。彼らの研究は、これまで
われわれが見てきた多くの理論的議論を渉猟し
ているけれども、ロンドン市のガバナンスに関
する事例研究をその特徴としている。彼らも、
合理的選択が集団行為のもたらす問題を回避す
ると主張する、つまり共有地の悲劇を回避する
ためにフリー・ライディングの問題を回避する
と主張する。彼らも合理的選択は、主体的行為
者が「敵対的な協力」を克服する方法をわれわ
れが理解するのに役立つと示唆する。彼らも、
ネットワークを通じて協力が達成される可能性

にとりわけ注目する。国家に属するアクター
は、あらゆるアクターが利益を得る提携やネッ
トワークを促進することによって、そうしなけ
れば協力を掘り崩してしまうような否定的な外
部性を除去することがしばしば可能である。
　ドウディングと共著者は、ガバナンスにおけ
る国家アクターの果たす役割に非常に大きな重
点を置く。国家アクターに順守をもたらす権威
が欠けているとしても、彼らには他のアクター
よりも知識などの多くの資源をもっているし、
それゆえこれら他のアクターの報酬や利害を構
造化し優先順序を決めるうえで決定的な役割を
果たすことができる。同時に、ドウディングた
ちの研究は、国家アクターであっても、非常に
分節化したシステムでは協力を促すには非常な
困難に出会うという問題があることを認める。
システムが分節的になればなるほど、ガバナン
スが階層的な形態をとることが不適切になる。
脱中心化と分業によって合理的アクターは、諸
部門間の調整のための努力を向ける方向を、階
層的なものからネットワークへと変えてゆく。
ゆえにドウディングらは、ＮＰＭは政策遂行領
域、とりわけサービスの交付において国家の場
所を掘り崩すゆえに、ネットワークの拡大を生
み出すと示唆する。都市ガバナンスにおける
ネットワークの台頭は、公共部門と民間部門と
の相互依存——そうなるように誰も意図したわ
けではないけれども——をもたらした改革が作
り出したものとして立ち上がってくる。

新制度主義

　制度研究は、長い間、多くの社会科学研究に
おける重要な分野であった。近年、制度主義は
再生局面を迎えている。けれども、この再生を
特徴づけるのは少し難しい。制度主義の再生は、
一面では合理的選択理論への反発として起こっ
た。同時に、その再生は、ウィリアムソンの研
究からインスピレーションをえた「合理的選択
－制度主義」ともいえるものである。制度主義
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の再生は、また、現在の制度主義と旧来の制度
主義研究とが異なるものであることを前提とす
る。しかし、違いを明確にしようとすると、た
いていの場合、従来の制度主義的研究をかなり
馬鹿げた形で戯画化してしまう。にもかかわら
ず、このような警告をあえて無視すれば、新制
度主義のなかの歴史学と社会学の要素を唱導す
る研究者が、自分たちの研究が何であるかを自
覚できるようになる。こうした研究によれば、
新制度主義が焦点を当てるのは、諸制度がもた
らす継続性や結果であって、これは合理的選択
理論に基づくミクロ・レベルの研究と対立する
ものなのだ。しかも、旧来の形式的で事細かい
制度主義者の研究とは異なって、規範や文化、
そして慣習という枠組みで諸制度を理解する。
新制度主義の研究者は、「制度」についてのこ
のようなあまり公式的ではない定義によって、
とりわけアクターと制度との間の調整とフィー
ドバックの可能性を高く評価することによっ
て、変化や歴史、そして動態により重きを置く
ことになる。
　マーチとオルセンは、新制度主義の指導的な
研究者である。彼ら特有の制度主義は、おもに
組織理論に依拠しており、合理的選択（あるい
は功利主義的）観点と明確に対立するものとし
て自己定義を行う 6。他の多くの制度主義者と
同じく、彼らは、合理的選択にもとづく政治研
究は還元主義的なアプローチ——社会的事実は
多くのミクロ・レベルの相互行為の集積である
というアプローチ——であると批判する。しか
し、他の多くの制度主義者とは異なり、行為は
アクターの利益や満足を最大限にしようとする
純粋な功利的試みとして理解するのでは不十分
だと主張する。それゆえ、おそらく、マーチと
オルセンが彼らの新制度主義を社会的事実と象
徴的行為の研究として提示することに驚くべき
でない。彼らの新制度主義が研究するのは、社
会的制度と政治的制度との関係性であり、歴史
の非効率性であり、そして意味概念と象徴的行
為の展開がもたらす複雑さである。

　マーチとオルセンによれば、制度とはそれ自
体がアクターであって、合理的アクターの相互
行為の単なる産物でも、アクターが自己の利益
を追求するために合理的戦略を決める際に存在
する構造化された環境（このようにして捉える
のは、合理的選択—制度主義者である）でもな
い。制度は、まずもってアクターなのであり、
政策が作られ実施されるときの規則や規範から
なるのである。ある制度がつくられたときに政
治活動があったという意味を、制度は内部に含
んでいる。だからこそ、制度はアクターの選好
そのもの、したがって行動を形づくるのだ。マー
チとオルセンの議論でもっと特徴的なのは、制
度は、歴史的、時間的、内発的、規範的、人員
要員上（demographic）の、そして象徴的秩序
を確立するという手段を通じて、社会的価値や
信念体系を形づくるという主張である。制度は、
社会的政治的秩序におけるこれらの多様なすべ
ての側面を形づくり、そうすることによって制
度は、個々人が政治生活の意味や神話を定義す
るために依拠する自ら意味を見出す学習方法や
規範を構築する。これらの意味や神話は最終的
には、社会的行為を形づくるものなのである。
マーチとオルセンの概念の使い方はあいまいで
ときには矛盾しているけれども、彼らのメッ
セージは全体的に明確である。ほとんどの制度
主義者と同じく彼らは、ガバナンスが国家から
個々の市民ひとりひとりまでをカバーするあら
ゆる諸側面を形づくるうえで、制度は欠くべか
らざる自律的な役割を果たしているのだという
ことを主張したいのである。
　シャルフも制度の役割について同じように強
調するけれども、彼の議論を支える理論は、マー
チとオルセンの研究よりもはるかに大きく合理
的選択－制度主義に負っている 7。彼は、新制
度主義の諸潮流に依拠しつつ、ニュー・ガバナ
ンス——グローバルな諸力が国家の能力を掘り
崩し続けるという文脈におけるガバナンス——
におけるネットワークと階層性とがもたらす調
整とはどのようなものなのかを探求する。多く
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の人々と同じように、彼が理解するグローバル
な諸力とは、専門分化する社会的なロジックが
もたらした多かれ少なかれ不可避な産物のよう
である。つまり、社会が複雑になるにつれて、

「互恵的な独立（reciprocal independence）」がア
クター間のもっともふつうにみられる関係とな
る。彼の見方によれば、ニュー・ガバナンスは、
アクターとしての国家が単独ではますます活動
できなくなるために台頭してくるのである。そ
して国家に属するアクターは他のアクターに依
存するようになり、最終的に階層的なアプロー
チを放棄してネットワークのために調整機能
を採用せざるをえなくなるというのだ。しか
し、シャルフは、階層的あるいは垂直的調整と
階層的あるいは垂直的組織とは異なるものだと
する。そういう区別をつけることによって、わ
れわれもそうであるべきだが、彼は垂直的な組
織——特に省庁内の部局がそうである——は、
合意を実力で以って実施していくときの通常の
方法であるばかりでなく、役に立つ方法である
と理解している。彼にとって、ガバナンスにお
ける変化とは、垂直的な調整から水平的な調整
への変化ということになる。彼が示唆するには、
階層的な組織であってもネットワークあるいは
交渉にもとづく調整に依存するようになる。交
渉にもとづく調整とは、ここでは、水平的に構
築されたシステムで、そのシステムではどのよ
うなアクターもその意思を別のアクターに強制
できる権力をもたない。あからさまな強制力を
拘束力のある合意でもって押し付ける代わり
に、国家は、多様なアクターの間にある対等な
連携にもとづくネットワークにますます依存す
るのである。
　シャルフの研究でもっとも感銘を受ける特長
は、さまざまなネットワークの多様な性質と起
源の分析である。「ネットワーク」ということ
ばは、通常、相互行為の諸類型とより恒久的な
諸構造との両方に用いる。ネットワークは、立
法措置や行政府命令によって公式に形成されう
るし、繰り返される相互行為の結果として非公

式な形でも形成されうる。いずれの場合でも、
どうしたら反復される交換システムが制度的な
枠組み——このシステム内部でアクターは調整
を達成する——に変化を与えるために継続する
のかという興味が生まれる。まさしくこの点に
ついて、シャルフは、アクターが脱走したり抜
け駆けしたりすることを選ばない理由を理解す
るには、相互行為の歴史が欠くべからざるもの
だと主張する。ここで大切なのは、反復される
相互行為は信頼を醸成し、そうすることによっ
て不確実性を除去し、たとえより高次の権威が
存在しなくても調整と安定とを達成しやすくな
るということだ。アクターたちが、短期的な利
益の追求がもたらすものが、将来的な関係にダ
メージを与え、将来の交換に長期的な利益にも
ダメージを与えることを理解していれば、とく
に信頼にもとづく安定した関係という文脈にお
いては、彼らアクターたちは短期的な利益を進
んで断念し、長期的な利益をもたらす協力関係
を確保しようとするだろう。だから、信頼を構
築することは難しい、とくに不完全な情報が特
徴となるような文脈では難しいことだけれど
も、信頼はたいへんな便宜をもたらしうるもの
なのである。しかし、シャルフは次のようにも
続ける。相互信頼を達成するためにアクターは
他者の利益を優先させなければならないことが
しばしばある。シャルフが示すように、他者
の利益を優先することは、多数の多様なパート
ナーをもつネットワーク内のアクターにとって
極めて困難なものになる。ここで懸念されるこ
とは、アクターは別に意識しなくても、どの
パートナーの利益を優先するべきかを決めなけ
ればいけない立場に立ってしまうことだ。結び
つきの強い協同的なネットワークでは、忠誠を
誓いあう複数のパートナーが存在するので、ア
クターは一人のパートナーの利益を他のパート
ナーのものよりも優先せざるをえなくなる。
　マーチとオルセンの論文、シャルフの論文は
もっとそうなのだが、両者の研究は理解するに
は難しすぎるほど抽象的であるけれども、グ
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リーンナーの論文は、ドウディングたちの論文
と同じように、このような抽象的な理論化がど
のように事例研究において使われるのかを教え
てくれる 8。連合王国の国立健康保健制度（Ｎ
ＨＳ）を分析する彼の論文は、依拠する多様な
理論のなかでも特に歴史的‐制度主義で使われ
る「経路依存性」に依拠する。典型的な歴史的
－制度主義は、過去の相互行為を背景として現
代の行為を研究しようとする。こうした研究方
法を正当化するために、「経路依存性」を利用
する。「経路依存性」に関する精密な研究は多
くの議論を呼んでいるけれども、この理論が唱
える主張を大まかにいえばこうだ。制度が行っ
た過去の決定や行為は、将来的に特定の経路に
向かってその制度を推し進めてしまうというも
のである。別の経路を辿ろうとするコストを負
うことは時間がたつにつれて困難になるので、
ある種の危機（危機的な偶然的状況）がやって
くるまで進路変更は不可能である。経路依存性
にもとづく議論は、変化は相対的にまれな瞬間
であるとする（少なくともそのように暗示して
いる）。劇的な政治的変化とは、政治環境にお
ける多様な出来事や問題が一緒くたになって変
化に向けた「機会の窓」を開き、進取の気性に
富んだアクターが、自分の属する制度を異なっ
た経路に移行させることができるようになると
いう特定の瞬間を反映するものなのである。
　グリーナーは、マーチとオルセンのような社
会学的‐制度主義者が経路依存論にたいして提
起する反論に気付いているけれども、彼らの反
論は経路依存性をほかの社会学的な（あいまい
にいえば制度主義的な）思考法を使えば克服で
きるだろうとしている。彼が本当に主張してい
ることは、制度を研究するために歴史学的アプ
ローチと社会学的アプローチとを調和させよう
とすることなのだ。彼の示唆によれば、社会的
学習と政策転移の考え方を使えば、制度を不変
の構造として描かなくても済むということだ。
社会的学習とは、アクターが過去の政策の結果
を評価しそれに対応するときに、政治的目標と

プログラムは徐々に形成されるその政策形成の
あり方に関連している。社会的学習のほとんど
の説明は、政策上の重大な変化は、相対的に安
定的な長い歴史の中では稀にしか起きないとい
う前提をもっている。政策転移とは、政策目標
やプログラムが多様な相互行為を通じてある国
から別の国へ輸出されるダイナミックな過程に
関連している。グリーンナーの主張では、経路
依存性の概念は、なぜ政策的変化が社会的学習
に関する先行研究が示すのと同じくらい稀であ
るかを、そしてある国で展開した政策がいかな
る条件で別の国でも使われるようになるのかを
理解する手助けになるというのだ。この観点か
らすると、歴史的—制度主義は、なぜ過去の遺
産が社会的学習と政策転移に制約を加えるのか
を説明する手助けになるとする。
　グリーンナーの論文は、英国国民健康保険制
度（ＮＨＳ）改革を用いて、社会的学習と政策
転移に関する歴史的－制度主義に彼が与える役
割を描き出す。彼の見解によれば、社会的学習
と政策転移の研究方法は、なぜ英国の国内市場
改革がサッチャー政権下で起こったのかを、そ
してこれらの改革の内容と重要性とを説明でき
るとする。特に、社会的学習という研究方法を
用いることによって、どのようにして政策形成
者が先行する教育改革の経験に従って多様な考
え方を取り上げたかを説明する。政策転移の研
究方法は、米国モデルのＮＨＳ改革を作り上げ
た個々のアクターの重要性に注意を向けさせ
る。にもかかわらず、どちらの研究方法もそれ
だけでは、健康保険制度を変化させようとした
断固とした試みが直面しなければならなかった
さまざまな困難を説明することはできない。グ
リーンナーの見解によれば、政策分析にはタイ
ミングが根本的な重要性を持っており、タイミ
ングを理解しようとすれば、政治環境における
偶然を伴う状況がどのように政策展開に影響を
与えるかという点を説明しなければならない。
たしかに、政策形成が重要になるのは、関連す
る政策を前進させ施行する機会が生じたときで
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あり、こうした機会が生じるのは、歴史的制度
主義が描き出すタイプの危機的転轍期と構造的
空隙とが生じた時である。

レギュラシオン理論

　制度主義から影響を受けたけれども、レギュ
ラシオン理論の主要な源はマルクス主義であ
る。このことは、本シリーズ全体のための序論
において見たとおりである。多くのマルクス主
義者と同じく、レギュラシオン理論に立つ研究
者も、資本主義的市場が安定的なものであると
は見ていない。たとえ資本主義がかなり安定し
ているように見えていても、つねに階級闘争と
資本の過剰蓄積にともなう基底的な不安定性に
悩まされることになろう。とはいえ、レギュラ
シオン理論のもっとも革新的な特徴の一つは、
少なくともマルクス主義の観点からすれば、資
本主義にさまざまな種類があってその事実に深
い関心を寄せていることである。たしかに、多
くのレギュラシオン理論が焦点を当てるのは、
資本主義社会が階級闘争と資本の過剰蓄積にと
もなう不安定さを覆い隠す調整が、歴史的変化
にともなってそれぞれの社会に固有の形態を
とってきたことである。この理論が理解しよう
としているのは、経済的な制度と実践のそれぞ
れ異なった組み合わせが、一時的ではあっても
どのようにして安定をもたらすかという点であ
る。典型的には、レギュラシオン理論の理論家
は、一時的な安定が生じるのは、経済的実践の
みならず、ときとして政治的実践にもよること
を示唆する。彼らは、資本主義諸経済が、市場
と社会と国家のあいだの相互行為を通じて常態
化されてゆくあり方を明らかにしようとする。
　レギュラシオン理論の理論家がニュー・ガバ
ナンスの台頭に注目するときに彼らが典型的に
行うことは、このニュー・ガバナンスの台頭
を、レギュラシオン——これは資本主義の不安
定性を一時的にあいまいにしてしまう——の形
態のより一般的な文脈における変化と関連付け

ることである。このより一般的な文脈の変化と
は、レギュラシオン理論特有のやり方で描かれ
るフォーディズムからポスト・フォーディズム
への移行である。この視点によると、1970 年
代頃の経済危機のなかで資本主義の不安定性が
浮上し、この経済危機がフォーディズムのもた
らした一時的な安定から新しい形態のガバナン
ス——ニュー・ガバナンスがどのようなものか
ははっきりと特定されていないし、あいまいに
ポスト・フォーディズムと名付けられている
もの——への移行を引き起こしたというのだ。
フォーディズムのもとで、資本主義の諸社会は、
国民国家内部における価格と商品を支配するカ
ルテルやコーポラティスム（独占的レギュレー
ション）とともに大量生産 ( 資本集約的な蓄積 )

に依存した。しかしこんにちでは、グローバリ
ゼーションが、国民国家がかつて果たしていた
役割を掘り崩し、不確実性を増幅させ、資本主
義は不安定性なものだのだと暴露した。ポスト・
ファーディズムのもとで、新自由主義者たちは、
国民国家よりも大きい全地球的な領域で、新た
な形態のレギュラシオン——新しい種類の一時
的な安定——を作り出そうとしている。
　ジェソップの 1997 年の論文は、レギュラシ
オン理論総体のなかからいくつかを取り出して
議論している 9。その論文では最初に、ネオリ
ベラリズムと合理的選択にたいする制度主義者
の批判に共鳴すると述べられている。彼の論文
が示すように、レギュラシオン理論は、原子化
された合理的な個人の行為が経済的交換の唯
一の決定要因であるという考え方を拒絶する。

（ジェソップは後年、ポスト・フォーディズム
のもとで不確実性、対立、複雑性が増せば、合
理的選択は極めて不適切だと示唆するまでにな
る）。かわりにジェソップが続けて主張するに
は、経済的相互行為に影響を与える社会経済的
な環境とりわけ労働市場の役割を強調すること
によって、レギュラシオン理論の論者は経済の
制度化された性質を際立たせる。レギュラシ
オン理論の論者は、資本主義が常態化するこ
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と——つまり内在する不安定性を覆い隠す資本
主義の能力——は、市場メカニズムと経済外的
メカニズムとの多様な関係から生まれてくるの
だと主張する。ゆえに、ジェソップはわれわれ
に次のことを思い起こさせる。レギュラシオン
理論の研究方法は、レギュラシオンの様式とと
もにこれらの様式をともなった資本蓄積の諸体
制に焦点を当てるのだと。レギュラシオン理論
の論者はときには危機や変化を研究するけれど
も、より強調するのは社会に埋め込まれた諸制
度の重要性であり、またこれらの制度が長期間
安定したパターンを維持させ続けるように経済
的相互行為を秩序立てる方法である。すべての
レギュラシオン理論がそうであるというわけで
はないが、ジェソップはここで国家のあり場所
を指摘する。ジェソップがわれわれに言うには、
国家とは、資本主義社会と資本主義経済の内部
で生じうる規則性と常態化とを生み出す重要な
源なのである。ポスト・フォーディズムにおい
ては国際的体制がますます同様な役割を果たす
のであるが、国家は経済取引における安定性を
促進することに密接にかかわっている。国家は
依然として国内的にも国際的にも中心的なアク
ターである、というのも全地球的な資本移動の
増大と国境を越えた外部性の増大によって、政
府による統制が必要とされているからである。
　ゆえに、ジェソップによれば、レギュラシオ
ン理論の論者は国家の変容に関心を持つべきな
のだ。ここにおいても、彼はレギュラシオン理
論全般のなかからいくつかを取り出して、ケイ
ンズ主義的福祉国家をともなったフォーディズ
ムからシュンペーター流の福祉体制を含むよう
なポスト・フォーディズム的タイプへの変化に
ついて、特に説明する。需要サイドの拡大と労
働市場の極大化へのケインズ主義的な国家のコ
ミットメントは放棄されてしまった。出現しつ
つあるポスト・フォーディズム国家は、供給サ
イドの干渉を援助し、多くの労働政策や社会政
策を次のような根拠で国家の責任ではないと切
り離す。その根拠とは、ケインズ主義的労働政

策や社会政策が、新しいグローバル経済におけ
る競争にとって不可欠だといく度となく言われ
ている競争力を維持するにために必要な柔軟性
の妨げとなるというものである。ジェソップは
ここで国家変容における三つの大きな潮流を浮
き立たせる。第一に、国家の脱国民国家化があ
る。国家は、その能力と権力が下方に向かって
は市民社会のもろもろのアクターに、上方に向
かっては国際的そして超国家的組織に奪われて
ゆくにつれて、空洞化する。第二の潮流は、政
治の脱安定化がある。国家は、公共政策を立案
そしてとくにその実施をする際、ますますネッ
トワークや官民パートナーシップに取って代わ
られる。国家は、メタガバナンスの課題とりわ
け自己組織的なネットワークの創生と管理とに
その役割をますます限定してゆく。最後の潮流
は、政策体制の国際化がある。ポスト・フォー
ディズム国家は、全地球的に拡大した新自由主
義によって、その政策選択や戦略が制約される
のである。
　ジェソップは 2002 年の論文で、メタガバナ
ンスの問題に立ち戻ってこれをより詳しく分
析する 10。この論文でジェソップは、ガバナン
スを、自分たちの失敗や不十分点を自分たちで
検証する再帰的な自己組織的ネットワークと
パートナーシップであると明確に定義する。こ
のネットワーク・ガバナンスは、国家が指導す
るトップダウン様式や無政府的で市場に支配さ
れた様式のどちらでもない、もう一つの調整様
式を表している。国家の鉄のこぶしと市場の見
えざる手に替わるもう一つの道として、ネット
ワーク・ガバナンスは、民間のアクターと公的
なアクターとの間にあるギャップの橋渡しをす
る助けとなる。ネットワーク・ガバナンスは、
組織にたいして、国家や市場よりも素早く反応
することを促す。ネットワーク・ガバナンスの
応答は素早いかもしれないが、完璧なものでは
ない。それどころかジェソップは、自己組織的
なネットワークが、階層性や市場に基礎をおく
ガバナンス・システムと同じくらい失敗に陥り
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やすく、どのような形態の行政組織とも同様
に、矛盾と逆説に満ちていると主張する。手始
めに、再帰的な自己組織的なネットワークは破
たんしうる、というのもパートナー間で非対称
的な力関係が関わってくるからだ。加えて、ガ
バナンス構造の目的、戦略、そして政策領域
は、既存の国家と衝突しうる。最後に、再帰的
な自己組織の単純化が、垂直的アクターと水平
的アクターとの間の調整に悪い影響を与えると
ジェソップは主張する。これら三つの限界はす
べて、自己組織的なネットワーク内部において
さえも、調整という問題をうむ。自己組織的な
ネットワークは、メタガバナンスがうまく機能
するような様式を作り出す必要がある。
　メタガバナンス——ガバナンスをガバナンス
するもの——とは、ジョセップの研究によると、
交渉にもとづく政策決定を統制し促進するとき
に国家の役割が変化していくことと関連してい
る。階層性や市場は存在し続けるけれども、ジェ
ソップが示唆するところによれば、いまや国家
がネットワーク内の対等な参加者のなかで第一
義的な立場を引き受けるようになっている。国
家はメタガバナンス——自己組織的ネットワー
クの創生と管理——に関心に寄せる。国家がメ
タガバナンスに関心を寄せるときに依拠するの
は、その政治的正統性と経済的資源であり、ま
た知識や専門的能力のような権力の新しい源泉
である。しかし、ジェソップは、メタガバナン
スもガバナンス同様に失敗に陥りやすいと主張
する。彼は、メタガバナンスの三つの次元を指
摘し、それぞれに起こりやすい問題について説
明する。まず、適切な再帰性についてである。
メタガバナンス構造は、システムを作り上げる
構成要素や機能を内省したり、それらから学ん
だりすることがほとんどできない。ジェソップ
の見解によれば、再帰性の欠如は、他の二つ
の次元——必要条件としての多様性と反語精
神——の欠如とともに失敗をさらにひどいもの
にしてしまう。メタガバナンス構造が考えられ
うるあらゆる結果と状況に適切に反応できるよ

うにすべきならば、必要条件としての多様性が
不可欠である。メタガバナンス構造は、もしも
適切に柔軟な戦略をとるべきならば、既存の行
為に対する多様で錯綜した反応に対応しなけれ
ばならない。ジェソップの見方によると、必要
条件としての多様性はポスト・フォーディズム
時代には以前よりもずっと重要になる。社会は
ますます複雑化し変化のスピードがますます速
くなるため、メタガバナンス構造が一本の狭い
道に閉じこもらないようにすることはよりいっ
そう重要になる。ポスト・フォーディズム時代
は、さらに、必要条件としての反語精神にもっ
とも重要な場所を与える。反語精神をもつ人び
とは、どのような素晴らしい意図や計画であっ
ても失敗を免れそうにないことも認識してい
る。彼らは、成功と完璧さが達成可能であるか
のように活動し続けるけれども、複雑な世界で
は失敗が不可避であることも受け入れる。彼ら
は、何でも失敗に終わるのさと考える冷笑主義
者ではない、というのももっとも採用されやす
くて成功しやすい結果を交渉で勝ち取ることを
希望しながら、政策上の失敗に対応するという
徒労のように見える仕事をこなすからである。
結局のところ、ジェソップにとって、メタガバ
ナンスとは、政策上の失敗を自己反省的に認め
ることであり、そのような失敗に対応する努力
を続けようとする意思なのである。
　ペックとティッケルの論文は、高度に抽象的
な理論のなかでいくぶん具体性をもつヴァー
ジョンを読者に提供してくれる 11。彼らは、
フォーディズムからポスト・フォーディズムへ
の移行を生み出した原因としてネオリベラリズ
ムの果たした役割に研究を集中する。当初ネオ
リベラリズムは知的運動として始まったのだけ
れども、とくに米国のレーガン政権および英国
のサッチャー政権の改革を真似ることで、グ
ローバル経済を変容させるまでになった。ペッ
クとティッケルによれば、ケインズ流の福祉国
家は完全に打ち砕かれてしまい、社会民主主義
の思想的基盤は消え去ってしまい、それゆえわ
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れわれが住んでいる世界では、ネオリベラリズ
ムが政策論争——グローバル化した世界におけ
る国際的な自由貿易の必要性に関する支配的な
コンセンサスを促す——を完全に支配してし
まっている。しかし彼らは、このネオリベラリ
ズム的コンセンサスのなかにある差異にも注目
する。たいていのネオリベラリズム論者は、開
放経済と小さい国家の必要性を似通った方法で
説教するけれども、ネオリベラリズムの実践は
場所や時代によってかなり異なる、と彼らは主
張する。
　まず、ペックとティッケルは、ネオリベラリ
ズムは場所によって異なると主張する。ネオリ
ベラリズムは、固定的で外部から押し付けられ
る圧力が生み出す不可逆的な生産物ではないの
だ。むしろ、多様な場所でそれぞれの政治制度
に合わせて異なった形で作り出される。この文
脈でペックとティッケルが示唆するには、グ
ローバルなネオリベラリズムを十全に分析する
には、多数のネオリベラリズムのあいだに見ら
れる地域間および組織間の関係が生み出す効果
を考慮しなければならない。実際また、情報交
換にたいしてグローバリゼーションがもたらし
た影響は、地域的なネオリベラリズムの間にみ
られる政策転移を活発にした。地域的なネオリ
ベラリズムの間の相互行為から生じてきたシス
テムこそが、都市の境をこえた相互行為を常態
化したのである。この結果生まれてくるシステ
ムは、エリート間での自己反省的行動への誘発
や競争力のある経済モデルの重視、そしてマク
ロ的な政治再編を通じて、経済的交換を標準化
する。ペックとティッケルは地域的なネオリベ
ラリズムとこれら地域的ネオリベラリズムが生
み出したシステムとを区別するので、彼らは、
抵抗が起こる場所とともにネオリベラリズムが
不均等な過程であることを議論することができ
る。また、ネオリベラリズムが社会的政治的空
間の内部でネオリベラリズム独自の秩序を作り
出すという点も議論できるのだ。
　ペックとティッケルは、時代によってネオリ

ベラリズムは異なるとも主張している。ネオリ
ベラリズムは、完成してしまった過程でもなけ
れば最終状態でもない。むしろ、ネオリベラリ
ズムは、差異化されてグローバルに展開する現
象で、その内部に歴史性を抱え込んでいる。こ
の文脈でペックとティッケルが示唆すること
は、ネオリベラリズムの中身は、初期のころの
ケインズ流の福祉国家にたいする巻き返しとそ
の解体を強調するものから、新しい段階のネオ
リベラリズム的なレギュラシオン体制をうみだ
すものに移行した、というものだ。独自のレギュ
ラシオン体制を生み出そうとするネオリベラリ
ズムは、市場や自由競争、そしてグローバル化
する経済のその他の諸側面の拡大を容易にする
新しい制度的枠組みによって、社会的秩序を発
展させようとする。新しい制度的枠組みを強調
することで、ペックとティッケルは、ネオリベ
ラリズムを描く際にそれを単なるフォーディズ
ムの凋落としてばかりではなく、新しい様式の
レギュラシオンそしておそらくは新しい形態の
資本主義として描くにいたったのだ。言い換え
れば、ネオリベラリズムは、皮肉にも法規制や
規制を激しく非難するメタ・レギュラシオンの
一形態に見えてしまう。自由な市場が交換を統
治し規制するという前提にもとづくメタ・レ
ギュラシオンの一形態ということだ。ペックと
ティッケルは、ネオリベラリズムが確立する新
しい制度的枠組みを強調するので、ネオリベラ
リズムが安定的で強固なものであると主張する
ことができるのである。彼らの論文が示すよう
に、ネオリベラリズムは、1990 年代初頭の不
況を乗り越えたばかりではなく、もっと重要な
のは 1997 年のアジア金融危機を生き延びたこ
とである。

システム理論

　システム理論は、レギュラシオン理論と同じ
ように、その歴史と概念上の学問的創造性を部
分的に制度主義と分有している。特に、システ
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ム理論のおおかたの論者は、マーチとオルセン
と同様に、諸組織間や他のアクターの間にみら
れる相互行為が制度あるいはシステムを生み出
すと主張する。制度もシステムも何らかの発生
原因をもつと理解される必要があるからだ。し
かし、同じようにシステム理論の論者は、制度
主義が異なったアクターとシステムを構成する
要素とが相互に影響を与え、お互いを変容しあ
うあり方に十分関心を示さないことに、しばし
ば不満を感じる。彼らは、システムの自己組織
的で自己生産的な特性を強調する。彼らのなか
には、全体を領導する能力をもつ明確な中枢や
主権体が存在しなくても発展するガバナンスあ
るいは秩序のパターンを考察するうえで、シス
テム理論はとりわけ良い方法なのだと暗示する
ものもいる。
　だから、ブランズとロスバックは、彼らのルー
マン研究のなかで、社会的相互行為は、一つの
システム全体と深く結びついていると主張する
12。ウェーバーのような社会科学者たちは一般
的に言って、内部的で階層的な交換のみがシス
テムの展開を生み出すと考えていた。それゆえ
ルーマンが指摘したように、社会的環境におい
て水平的で外因性の相互行為がもたらすインパ
クトを考察することができなかったのである。
この見方によれば、ウェーバーは、理念化され
た官僚制的指令統制モデル——社会的規範から
はずれたものがもたらすインパクトを説明でき
ないと批判されてきたモデル——を主張するグ
ループと一緒にされる。システム理論は、ルー
マンに倣って、システムをさらに展開させるも
のとして「はずれたもの」を描くことによって、
このような「はずれたもの」を説明できる、と
されている。さらに一般的にいえば、ブランズ
とロスバックは、ルーマンのシステム理論を高
く評価するが、その理由は秩序だった規範をも
つシステムがどのようにして複雑な環境に対応
してその環境をつくり直すかを分析できるから
だとする。この議論では、システムは、複雑な
環境が生み出す諸課題を要素ごとに還元し単純

化するために欠くべからざる役割を果たすとい
うのだ。たとえば、社会全体の下位システムで
ある国民国家は、特定の基準に従って市民的権
利をもつものが誰であるかを定義し、そうする
ことによって国民国家が取り組まなければなら
ない問題や課題の数をできるだけ減らす。もっ
と一般化していえば、ブランズとロスバックが
ルーマンの自己創出理論を高く評価する理由
は、ルーマンの理論によってシステムがどのよ
うに自己反省性や自己組織化に依存しているか
を把握可能にするからである。ルーマンによれ
ば、自己創出が起こるのは、システムがそれを
構成する要素を生産さらに再生産する時であ
る。システムをめぐるより広い環境がシステム
にインパクトを与えるけれども、システム自身
こそが外因性の諸力がどのように解釈され適用
されるのかを最終的に決めるのである。
　自己言及的で閉じた性質を強調する自己創出
論的なシステム論は、ブランズとロッスバック
が認めるように、次のような疑問を生み出した。
つまり、システムは本当に意識的に統治されう
るのか、という問いである。彼らは明らかに、
意識的に統治されうるといえるような余地を残
しておきたいと望んでいる。少なくとも輪郭的
理論に依拠して、システム間協力が可能である
と示唆したいのだ。輪郭的理論が意図している
ことは、複数のアクターが、政治領域と民間部
門というような異なったシステムの中で異なっ
た立場を保持していて、これらのアクターがシ
ステムの展開の仕方への意味形成に影響を与え
るということだ。しかし、ブランズとロスバッ
クによるシステムを舵取りする可能性をめぐる
議論は、従来のガバナンス論が共通の問題とし
て扱っているものと共鳴してしまうのである。
彼らの議論もまた、単一の明確な権威が単独で
規則を決めたり調整したりすることのできない
多極世界にわれわれを誘ってしまうのだ。
　自己統治システムとこのシステムの舵取りの
可能性について、クーイマンとファン・フリー
トの論文も検討する 13。彼らはまず、ニュー・
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ガバナンスが依拠する統治方式とは自己統治的
なシステムであり、階層性に基づく国家中心主
義のアプローチでも社会のガバナンスでもない
と示唆する。国家を完全に置き換えることがで
きるとは信じていないけれども、自己統治的な
構造の拡大、つまり社会的な諸実体がより高次
な権威から自律して自己展開しかつ自己を維持
できるシステムの拡大が生みだす利点を強調す
る。しかし、さらに二人の論文は、ニュー・ガ
バナンスにおいても国家が活動的な参加者であ
りつづけるがゆえに、社会科学者たちは自己統
治システムの舵取りの可能性と重要性について
時間をかけて議論してきたのだと示唆する。
　クーイマンとファン・フリートは、自己統治
構造の舵取りに関する三つの主要なアプローチ
を明示する。第一のアプローチは、自己組織化
と自己産出の原則にそって構築された自己創出
的システムに関するルーマンの分析である。こ
の分析は、ブランズとロスバックの研究に刺激
をあたえると同時に混乱をもたらしている。む
しろ、自己創出システムは、閉鎖的で自己言及
的な手続きを通じてシステム内部の諸要素を展
開させ調整する。おそらく、下位システムのア
クターは、他のアクターとのコミュニケーショ
ンを通じて自己創出的組織に影響を与えること
ができるだろう。しかし最終的には、ルーマン
の分析は国家がネットワークを舵取りしその政
策を実行する（下位システムとしての）国家の
能力について悲観的な見通しになってしまう。
自己統治システムの舵取りに関する二つ目のア
プローチは、セルフ・ガバナンスについてアク
ターを中心とするアプローチである。この研究
法は、クーイマンとファン・フリートによれ
ば、すでに本論文集で検討したシャルフ の合
理的選択—制度主義と関連あるものとされる。
アクターを分析の中心におくこの研究方法は、
ニュー・ガバナンスが、政策ネットワーク内部
で寄り集まる多様な社会的アクターの繋がり方
に依存するものとして描く。だから、このアプ
ローチでは舵取りは可能ではあるが難しいとも

考えられている。国家が直面する困難は、関連
するネットワークを舵取りしようとする国家の
試みに抵抗するような多様な社会的アクターの
なかでバランスをとることである。ネットワー
クの舵取りに関する第三のアプローチは、著者
のクーイマン自身の研究がよく引き合いに出さ
れる相互行為主義的な研究方法である。この研
究方法によると、ガバナンスとは、統治される
システム内部で行われる相互行為が生み出すも
のなのだ。この研究方法は、統治者と被統治者
との関係、公共部門と私的部門との関係、諸制
度とこれらが調整する社会的諸勢力との関係、
そしてこれらの諸関係がもたらすインパクトを
明るみに出す。これらの相互行為すべてが、国
家や社会的アクターが自己統治システムを舵取
りするために介入する場を生み出す。この観点
によると、相互行為の重要性を認識することで、
どのようにしたら舵取りが可能になるのかを理
解できるようになるという。
　2000 年の論文でクーイマンは、システム内
部の相互行為を基礎とするガバナンスへの社会
的・政治的研究方法をより詳しく説明する 14。
トップダウン型の国家モデルは、相互に依存す
るシステムに属するアクターの間の相互行為が
非常に多くなったことが特徴となっている現代
社会では時代遅れになっている、とクーイマン
は主張する。今日、協調が生まれてくるのは、
依存関係にある多様なアクターの間でおこなわ
れる膨大な数の相互行為からであり、システム
内部の多様な様式、レベル、秩序の境をこえて
生まれてくるのだ。社会的・政治的ガバナンス
は、私的部門と公共部門との間の多様な関係を
適切に把握することによって社会問題に対処し
ようとする。クーイマンによる相互行為の定義
は、相互行為が行われる埋め込まれた構造的な
文脈をつくり出しかつその文脈に応答する一連
の意図的な行為であるとする。クーイマンによ
れば、このような相互行為を適切に把握するこ
とができれば、社会に存在する緊張と動態をよ
りよく理解するのが容易になるというのだ。
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　クーイマンは、社会的・政治的ガバナンスに
関する彼の考えをいくつかの様式に腑分けす
る。そうした様式とは次のようなものだ。まず、

（自己創出システムのような）混沌とした自己
ガバナンス、（ネットワーク、官民連携、対話
式統治、あるいは応答的調整のような）水平的
協力による相互ガバナンス、そして階層的ガバ
ナンスである。クーイマンは、これら３つの様
式がガバナンスの異なった方式であるとしてい
るが、混ざり合った様式がしばしばあらわれ、
そうした混合こそがもっとも適切なものであ
る、と彼は結論づける。彼はまた、社会的・政
治的ガバナンスに関する彼の考えを、問題群か
らなるいくつかの階梯に腑分けする。第一の階
梯は、特定の下位システム内におけるシステム
に特有な社会問題からなっている。ここでは、
多くのアクターが集団でこうした社会問題に対
処しようとする。第二の階梯を構成する問題群
は、構造的あるいは状況的レベルのものである。
ここでは、アクターは、関心の方向性や相互行
為のあり方を変えることを望んで、制度や構造
の問題に対処する。第三の階梯は、メタレベル
のもので、ジェソップが主張するメタガバナン
スに近い問題群で、システム自身のガバナンス
のあり方が問題となる。このメタレベルの問題
を取り上げる階梯では、統治能力の重要性が強
調され、システムが自身の統治の成功や失敗に
どのように対応するのかが問われる。

解釈理論

　解釈理論に立つ研究者は、ガバナンスそして
ガバナンスにおける変化を、システムとか資本
主義とか制度とか合理性という何かしら固定し
た内容があるかのように語られる実体に還元し
てしまうことに抵抗する。2003 年の拙稿で主
張したように、実証主義が残した遺産のため
に、社会科学者は客観的に存在するとされた社
会的諸カテゴリーにとらわれて、状況的なもの
がもつ問題を見失ってしまった 15。社会科学者

が、人びとの信念が社会的経済的事実によって
もたらされたものだということを前提にして、
そうした信念が存在していると当然視する。解
釈などしないでおこうという社会科学者のこの
ような態度では、主体的行為者の創造性や人間
の行為の多様な意味合いや人びとの人生を左右
してしまう偶然や状況というものを十分に理論
研究に組み込むことができないままになってし
まう。さらに言えば、多くの解釈論的議論は、
意味や信念——この二つの用語の使い方で理論
上の微妙な差異がわかる——が、網の目や言説、
あるいはパラダイムを形づくるのだから、これ
らが人々の経験から直接生まれてくると前提す
るのではなくて、これらを一つの全体と考える
ことによってのみ適切な理解が可能であると主
張する。ここで明らかなのは、行為を理解する
うえで必要なことは、個々人がどのように状況
を体験するのかを分析することであって、研究
者が研究対象となった人びとのおかれた状況を
どのように理解するかではない。もうひとつの
明らかな点は、異なった理論的背景（信念の網
の目、言説の網の目、あるいはパラダイムの網
の目）を持った人々は、たとえ同じ社会経済的
地位あるいはある制度の同一の場所に属してい
ても、外部世界の経験やそれへの応答の仕方
は、それぞれ異なっているということである。
それゆえ、私の 2003 年の論文では、ガバナン
スを脱中心化するために制度主義と合理的選択
を考え直すべきだと結論した ( 私は、今でもそ
のように結論するだろう )。制度主義について
は、制度とは意味をめぐって変動する情勢に常
に影響を受け終わりのない闘争が行われる場で
あって、規則や規範が具体化され固定したもの
ではないのだ。合理的選択理論については、わ
れわれの関心を引き付けるアクターの実際の信
念を経験主義的に研究するために必要なより広
いスコープを与えてくれるように考え直すべき
である。このように二つの理論を再検討してお
いたなら、われわれはニュー・ガバナンスにつ
いてより動的な説明——ガバナンスには対抗し
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あう多様な性質があるということを適切に示す
ことができる説明——をすでに展開していただ
ろうと信じる。この観点からすると、ガバナン
スとは、時間の経過のなかで政治的な数多くの
抗争の結果で変化する有意味な実践行為から成
り立っているのだ。
　ガバナンスに関する脱中心化した理論では、
有意味な実践的行為を伝統とジレンマという視
点で明らかにする。伝統という概念によって、
なぜ意味が、それゆえにガバナンスのパターン
が時間の経過のなかで同じ形を維持し続けるの
かを説明しやすくなる。ジレンマという概念に
よって、なぜガバナンスのパターンが変化する
のかを説明しやすくなる。ジレンマに対応して
人々が信念を変え、それにつれて行動も変える
特定のあり方は、ガバナンスの実践における変
化に多大の影響を与える。さらに、ガバナンス
に関する脱中心化理論は、多くのガバナンスの
実践に見られる多様な意味と伝統を気づかせる
し、少なくとも筆者はそうであることを望む。
このような気づきによって、政治家やハイレベ
ルの政策決定者のレベルを超えて、日常業務を
行う官僚や普通の市民——彼らの相互行為が
ガバナンスの多くを構成する——そうした道行
く人々に注目するように研究者を力づける。研
究者の注目点が、中心的な国家——中枢の執行
者——から、公共政策の遂行とその構築に道行
く人々がどのように貢献しているか、へと移る
のである。
　ローズは解釈的理論が具体的にどのように使
われるかを教えてくれるけれども、筆者が思う
に、彼の論文は道行く人々を見失っている 16。
ローズは、国家が空洞化した時代にどのように
してリベラルな民主主義が統治されるのかとい
う問題を提起する。彼の論文はまず、福祉国家
の台頭から始まる。国家が知識の豊富な専門家
を使って、社会を通じて諸個人を形成し指導す
るのである。しかし、福祉国家はいまや修復不
可能な状態になってしまった。国家は官僚制の
なかの専門家に頼ることを放棄し、消費者の需

要と自由が効率的に社会的なガバナンスを決
定する新たな市場主導のシステムに依存する。
ローズは、この新しい統治形式を、先進的なリ
ベラリズムと名づける。こう名づけることに
よってローズは、規範としての個々人の自由と
自己実現の重要性を理解し、こうした個々人の
自由と自己実現をめぐる諸規範が、主体を常態
化するように行為する権力体制の一部分となる
ということを示唆しようと望んでいる。この文
脈でローズは、国家が社会に対して一貫した支
配を失うことを「翻訳」と定義し、中央の行為
が地方の諸領域に拡散する状態を示す。彼が主
張するところでは、先進的な自由主義者は、政
治的信念のひろがりの両極にあっても、国家に
対して、ガバナンスを形成する自由と選択権を
有する自由な主体から距離を置くように要求す
る。自由な市場は、主体を統制するより効率的
な手段に思える。つまり統御される主体に専門
家の指導を受け入れさせることによって、消費
者としての市民という新しい枠組みに合うよう
に主体を統制するのに、市場は効率的に思える
というのだ。ローズによれば、先進的自由主義
が主体を消費者としての市民として構築するの
と同じように、説明責任と応答責任は国家から
切り離されているというのだ。先進的自由主義
においては、パートナー間やコミュニティ間の
ネットワークが、規範と行為を定義するように
なる。だから全般的にいえば、国家の役割は、
消費者としての市民とネットワークが規範を繰
り返しながら権力の新しい形態に根深く食い込
むにつれて、彼ら市民とネットワークの働きを
円滑にさせるものに変わるというのだ。
　2004 年の筆者の論文は、なぜローズのよう
なポスト構造主義者が道行く人々のことを見
失ってしまうのかを説明したものである 17。解
釈的立場に立つほとんどの社会科学者は、何ら
かの形で言語論的転回の影響を受けている。し
かし、これらの言語論的転回の諸説から生ま
れてきた言語の研究方法には明確な分岐があ
る。解釈論的立場に立つ社会科学研究者のなか
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には、言語をユニット間の関係性から分析され
るべき一種の構造とみなす人もいる。そして筆
者によればローズはそれらのうちの一人であ
る。もうひとつの立場の研究者たちは、言語を、
人々が日々の生活実践のなかで使用するものと
して研究する。そしてこれが筆者の立場でもあ
る。より構造主義的立場をとると、現在の研究
水準が実体論的な社会科学が抱えている問題の
いくつかに連れ戻されてしまうように、筆者に
は思える。ローズたちの立場に立つと、主体的
行為者や多様性、状況的な偶然性が、構造とし
て概念化されるある種の言語で表現される社会
的事実とされてしまう。つまり、異なる諸個人
が言語を使用するときの複雑で多様な、そして
予測不可能なあり方を見ないようにしてしまう
のだ。2004 年の拙稿は、どのようにポスト基
礎付け主義が自律性を否定しつつそれでも主体
的行為者が存在するのかを明らかにしようとし
た。ポスト基礎付け論の主張を明らかにしよう
とした目的は、構造主義を否定することによっ
て本当は何が問題となるのか、特に言語は主体
的行為者が遺産として受け取り使用する何もの
かであって、主体的行為者が影響を与えること
ができない半構造物ではないという認識を引き
出すことである。
　ローズと筆者の間の違いがどのようなもので
あっても、二人ともニュー・ガバナンスが、新
しい言説の普及が生み出したものの一部である
という点で明らかに一致している。この新しい
言説には、本巻で取り上げられている社会科学
上の理論も入っている。（新自由主義としての）
合理的選択、（改良社会民主主義としての）新
制度主義とは、これらの社会科学理論が分析す
るはずのガバナンスに劇的なインパクトを与え
た。このインパクトは、第二巻で公共部門の改
革を検証するときに思い出すべきものである。
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　ガバナンスをめぐる５つの理論——「合理的
選択」、「新制度主義」、「システム理論」、「レギュ
ラシオン・アプローチ」、「解釈理論」——を概
説する本序論の特徴は、まず、理論と政治的行
為との相互性を踏まえ、ニュー・ガバナンスと
呼称される統治形態が人為的なものであって、

「中立的で自然な発展の産物」ではないことを
強調していることである。次に、上記５つの理
論的立場およびその内部にあっても一義的な定
義が許されないガバナンスの多様な定義を踏ま
えつつ、その最小公倍数に近い「グローバルな
圧力と変化する国際的経済潮流」によって国家
統治の変容が迫られてきた点に留意しつつ、各
理論の問題点や展望を簡潔にまとめている。さ
らに、各理論を紹介する際に、理論間の相互性
や近年顕著になってきた政治学研究と社会学・
人類学・歴史学研究などとの領域侵犯的な交流
も明らかにしている。本論は５つの理論的立場
を紹介するのであるが、特徴の最後として、「解
釈理論」の紹介と検討をあげなければならない。
社会科学の「言語論的転回」を踏まえつつ、制
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度や合理性というものが固定されたものではな
く、その意味をめぐって常に政治的な抗争が行
われる実践の場であること、そしてその実践は
政治的・経済的リーダーのみならず、現場の官
僚や市民も「主体的行為者」として認め、彼ら
の実践が、「状況的な偶然性」のなかでガバナ
ンスに意味を与え、これを遂行的に構築してい
ることに注目するよう呼びかける。
　ベビアは合理的選択について、ハーディンが
明らかにした「共有地の悲劇」とフリー・ライ
ディングの問題を解決する手段の理論的な追究
を紹介する。国家が自由を制限しすべての人び
とに強制する「矯正的フィードバック」に代わっ
て、ネットワークの自己矯正性が存在すること、
そして交易が依存する組織の３つのタイプ——
階層性、市場、ネットワーク——の中で選択が
可能であり、とりわけネットワークこそが強制
に代わる手段でありうるというウィリアムソン
の理論を紹介する。さらに高度に理論的な合理
的選択に関する研究が、具体的な政治的変化も
分析できるものとしてドウディング等によるロ
ンドン市政改革研究の紹介を通じて、重要度を
決定する国家機能の決定的な役割と同時に政策
遂行領域において国家自らが階層性に基づく自
分の立場を犠牲にして水平的なネットワークを
拡大していく有様をまとめる。
　新制度主義については、制度を実体的なもの
としてミクロ・レベルで研究する従来の制度論
研究に対比して、近年における合理的選択理論
と社会学・歴史学研究との取り込みにもとづく
研究成果を紹介する。まず、制度が構造化され
た環境ではなく、政治的抗争の結果であるとと
もに、歴史性と象徴的秩序とをもち、社会的価
値や信念体系を形作るアクターであるとする
マーチとオルセンの主張を紹介する。次にシャ
ルフの論文は、国家が国際的な圧力によって役
割を縮小するニュー・ガバナンスの潮流の中の
ネットワークと階層性との間の関係を明らかに
しようとする。水平的なネットワークでつなが
るアクターが、繰り返される合理的な選択に

よって「信頼」にもとづく長期的な関係——制
度が生まれることを明らかにする。合理的選択
とおなじく、ベビアは実際の政治問題に関する
制度論にもとづく研究も紹介する。それは、「歴
史的－制度主義論」で使われる「経路依存性」
を使って分析されたイギリスの国立健康保険制
度改革に関するグリーンナーの論文である。こ
こで、社会的学習や政策転移の試みがあったと
しても、過去の遺産があるために政策的変化が
稀になること、そして劇的な経路変更に際して
は、政治環境における偶然とタイミングが重要
であると指摘する。
　レギュラシオン・アプローチについては、お
もにジェソップの研究にそって紹介される。経
済のグローバル化によって進展するフォーディ
ズムからポストフォーディズムへの移行に注目
するジェソップは、他の論者よりも国家の役割
の重要性とその変容に注目する。国家は国際組
織や市民社会のネットワークにその能力と権力
を奪われる一方、ネットワークの創生と管理に
関わるメタガバナンスにより組むようになる。
しかし、それもグローバルに展開する新自由主
義経済政策によって制約を受ける。さらに、メ
タガバナンスについて、再帰性と多様性、そし
て「冷笑主義」を排した「反語精神」の必要性
を強調し、完璧なものに至りえないがそれを目
指すメタガバナンスの「意思」の重要性を指摘
する。この理論に具体性を加えるものとして、
ペックとティッケルによる歴史的・地域的な差
異にもとづくネオリベラリズムの複数性を明ら
かにし、それへの抵抗の場の可能性を示唆する
研究を紹介する。ここで興味深いことは、法規
制や規則を激しく非難するネオリベラリズムそ
のものが、そのような行為を強制するメタ・レ
ギュラシオンに転化しているという皮肉であ
る。
　システム理論については、ルーマンの自己創
出理論を利用した論文を紹介しつつ、自己統治
構造の「舵取り」に関するクーイマン等の論文
を紹介する。その中で相互行為主義的なガバナ
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ンス論が詳しく検討される。さらに、ガバナン
スを、自己創出システムのような自己ガバナン
ス、官民連携のような水平的協力のよる相互ガ
バナンス、そして国家が大きな役割を果たす階
層的ガバナンスが混ざっている状態が適切なの
だと指摘する。
　解釈理論については、システムや制度、合理
性というものを、なにかしら固定した実体的な
ものであるかのように扱う諸理論を批判し、そ
れらが政治闘争の場であることを忘れてはなら
ないこと、そして主体的行為者の創造性や行為
の意味合いの多様性、そして行為を左右する状
況的な偶然性を研究の視野に入れることを強調
する。そのために意味や信念の網の目に注目す
る「厚い記述」と言ってよいものが必要である
とする。そして、ガバナンスとは時間軸の中で
おきる政治的な抗争の結果がもたらす変化をと
もなう「意味ある実践行為」だとする。同じく
言語論的転回を受けたローズは、国家が専門的
官僚への依存を放棄して消費者の需要と自由が
決定的な役割を果たす「先進的な自由主義」が
新しいガバナンスであるとする。しかし、ベビ
アは自身の論文を紹介する中で、主体的な行
為者の多様性や彼らの行為をめぐる偶然性が、
ローズのような抽象的な言語分析の中では見失
われてしまうと批判する。国家やリーダーを中
心においてきた諸研究を「脱中心化」し、「日
常業務を行う官僚や普通の市民」の生活実践に
おける言語使用に目を向けた研究の必要性を強
調する 1。
　本序論によって、時代遅れで単純化された政
治学理論風の口舌——とりわけ新自由主義やそ
の根拠づけの合理的選択理論を模した言説——
を乗り越え、学問的な境界を越えた対話にもと
づいてガバナンスにおける政治闘争の復権の途
を開く政治学理論の豊かさの一端に触れる機会
となれば幸甚である。

※本研究は、静岡大学情報学部の研究助成プ
ロジェクトである「X プロジェクト」より

2008 年度助成を受けた研究成果である。本
稿の作成に際しては、プロジェクトメンバー
である八桺良次郎教授、白井靖人准教授、吉
田寛准教授、中正樹准教授との訳稿検討会で
貴重な助言を得た。本稿は、訳者解説でも紹
介したベビアによる編著『パブリック・ガバ
ナンス』四巻本の総序である「編集者序言　
ガバナンスとは何か」および第 4 巻「民主主
義的ガバナンス」に続く第 3 弾である。以後、
第二巻『公共部門改革』、第三巻『公共政策』
のそれぞれの序言を、プロジェクトメンバー
による翻訳のかたちで順次発表していく予定
である。

1 この点は、政治学における Robin LeBlanc, 

Bicycle Citizens: The Political World of the 

Japanese Housewife (Berkeley: University of 

California Press, 1999) や人類学における松田
素二『日常人類学宣言——生活世界の深層
へ／から』（世界思想社、2009 年）、歴史学
における喜安朗や二宮宏之、安丸良夫らが
開拓した民衆運動史研究と共鳴し合うであ
ろう。
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